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藤沢市情報公開審査会答申第６８号 

２０１６年（平成２８年）１２月２６日 

 

藤沢市長  鈴 木 恒 夫 様 

 

藤沢市情報公開審査会 

会 長  安 冨  潔 

 

行政文書公開請求の公開一部承諾決定に関する異議申立てについて（答申） 

 

２０１６年（平成２８年）５月９日付けで諮問された「藤沢市石原谷は昭和４６

年～５３年に宅地造成された地区である。以下の情報公開を求める。２．新都市計

画法第４０条第２項による帰属／所有権移転・藤沢市ｓ４８(１９７３)０５．１６

地番○○○○○○○ ○○○○○㎡筆界標識位置立会確認書類。３．関連「○○氏

査定済 藤土１８８号」の書類開示。参照①ｓ４７０４○○申請図②道路管理課文

書９３３－２。７．本藤沢○丁目 ○○○○○○○○○○○ｓ５９(１９８４)．１

１．１７畔アカミチ林道アオミチ藤沢市長葉山峻払下げ申請書類，近隣者承諾関係

書類の開示。８．Ｈ２(１９９０)１．２３○○○○○相続○時，Ｈ２．７．２○○

○○○土地家屋調査士作成図の行政認識。９．平成１２年３月１日 関連・藤沢市本

藤沢○丁目○○○○○○○○○○○換地○○○○駐車場入口(社)○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○社員・○○○○作成図 藤沢市長山本捷雄 公簿から減処

置行為の詳細開示。９．平成１４年８月○○○○土地家屋調査士狭隘道路申請に於

ける査定審査書類開示。」の行政文書公開請求に対する公開一部承諾決定の件につい

て，次のとおり答申します。 

  

１ 審査会の結論 

藤沢市長（以下「実施機関」という。）が「藤沢市石原谷は昭和４６年～５３年

に宅地造成された地区である。以下の情報公開を求める。２．新都市計画法第４

０条第２項による帰属／所有権移転・藤沢市ｓ４８(１９７３)０５．１６地番○

○○○○○○ ○○○○○㎡筆界標識位置立会確認書類（以下「本件請求文書１」

という。）。３．関連「○○氏査定済 藤土１８８号」の書類開示（以下「本件請

求文書２」という。）。参照①ｓ４７０４○○申請図②道路管理課文書９３３－２。

７．本藤沢○丁目 ○○○○○○○○○○○ｓ５９(１９８４)．１１．１７畔ア

カミチ林道アオミチ藤沢市長葉山峻払下げ申請書類，近隣者承諾関係書類の開示
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（以下「本件請求文書３」という。）。８．Ｈ２(１９９０)１．２３○○○○○相

続○時，Ｈ２．７．２○○○○○土地家屋調査士作成図の行政認識（以下「本件

請求文書４」という。）。９．平成１２年３月１日 関連・藤沢市本藤沢○丁目○○

○○○○○○○○○換地○○○○駐車場入口(社) ○○○○○○○○○○○○○

○○○○○社員・○○○○作成図 藤沢市長山本捷雄 公簿から減処置行為の詳

細開示（以下「本件請求文書５」という。）。９．平成１４年８月○○○○土地家

屋調査士狭隘道路申請に於ける査定審査書類開示（以下「本件請求文書６」とい

う。）。」の行政文書公開請求（以下「本件請求」という。）に対し，２０１６年（平

成２８年）２月１２日付けで行った行政文書公開一部承諾決定処分は妥当である。 

 

２ 事実 

（１）異議申立人は２０１６年（平成２８年）２月２日付けで，実施機関に対し，

藤沢市情報公開条例（平成１３年藤沢市条例第３号。以下「条例」という。）第

１０条の規定により，本件請求を行った。 

（２）実施機関は，本件請求に係る文書（以下「本件対象文書」という。）のうち，

請求書の記載内容と合致する文書が存在しないものは不存在としたが，その上

で，本件請求に係る請求の趣旨と想定できる行政文書を特定し，異議申立人に

対し同月１２日付けで，行政文書公開一部承諾決定処分（以下「本件処分」と

いう。）を行い，公開することができない部分及び理由を次のとおり付して異議

申立人に通知した。 

  ア 公開することができない部分 

   (ア) 本件請求文書１に係る部分 

「土地境界確認承諾書」のうち，土地所有者，代理人，委任者欄等に書

かれた住所及び氏名。 

   (イ) 本件請求文書２に係る部分 

「『○○氏査定済 藤土１８８号』の書類」に該当する文書。 

「土地境界査定願」のうち，同査定願の申請者，土地所有者欄等に書か

れた住所，氏名及び印影。 

「承諾書」の立会人欄に書かれた住所，氏名及び印影。 

「公図（写）」に記載された個人名。 

   (ウ) 本件請求文書３に係る部分 

「廃道敷払下げ願」のうちの氏名欄の印影。 

「承諾書」のうちの，隣接土地所有者欄に書かれた住所，氏名及び印影

並びに添付された印鑑登録証明書の登録番号，住所，氏名，生年月日，性
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別及び印影。 

   (エ) 本件請求文書４に係る部分 

「Ｈ２．７．２○○○○○土地家屋調査士作成図の行政認識」に該当す

る文書。 

   (オ) 本件請求文書５に係る部分 

「平成１２年３月１日 関連・藤沢市本藤沢○丁目○○○○○○○○○

○○換地○○○○駐車場入口(社) ○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○社員・○○○○作成図 藤沢市長山本捷雄 公簿から減処置行為の詳

細」に該当する文書。 

「後退地等寄附・売買・使用貸借の協議申出書」のうち，申出書内に記

載された住所，氏名及び印影。 

「土地売買契約書」のうち，契約書内に記載された住所，氏名及び印影。 

   (カ) 本件請求文書６に係る部分 

「平成１４年８月○○○○土地家屋調査士狭隘道路申請に於ける査定

審査書類」に該当する文書。 

「後退地等寄附・売買・使用貸借の協議申出書」のうち，氏名欄の印影。

「道路敷寄附申出書」のうち，申出人欄の印影。 

 イ 公開することができない理由 

   (ア) 本件請求文書１に係る「土地境界承諾書」，本件請求文書２に係る「土地

境界査定願」，「承諾書」及び「公図（写）」，本件請求文書７に係る「承諾

書」，本件請求文書５に係る「後退地等寄附・売買・使用貸借の協議申出

書」及び「土地売買契約書」の土地所有者欄等に記載された住所及び氏名

についての理由 

     登記簿に記録された情報であるが，土地所有者による直筆で記録されて

おり，かかる筆跡が公開された場合，当該情報を知り得た者による偽造等，

悪用によって当該個人の利益を害するおそれがあり，条例第６条第１号に

該当するため。 

(イ) 本件請求文書１に係る「土地境界承諾書」の代理人，委任者欄等に記載

された住所及び氏名並びに本件請求文書３に係る「印鑑登録証明書」に記

載された登録番号，住所，氏名，生年月日及び性別についての理由 

個人に関する情報であって，特定の個人を識別できるものであり，とも

に条例第６条第１号に該当するため。 

   (ウ) 本件請求文書２に係る「『○○氏査定済 藤土１８８号』の書類」に該当

する文書，本件請求文書５に係る「『平成１２年３月１日 関連・藤沢市本
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藤沢○丁目○○○○○○○○○○○換地○○○○駐車場入口(社)○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○社員・○○○○作成図 藤沢市長山本

捷雄 公簿から減処置行為の詳細』に該当する文書』及び本件請求文書６

に係る「『平成１４年８月○○○○土地家屋調査士狭隘道路申請に於ける

査定審査書類』」に該当する文書」についての理由 

    該当する文書は作成された事実がなく不存在であるため。 

   (エ) 本件請求文書２に係る「土地境界査定願」及び「承諾書」，本件請求文書

７に係る「承諾書」及び「印鑑登録証明書」並びに本件請求文書５に係る

「後退地等寄附・売買・使用貸借の協議申出書」及び「土地売買契約書」

の印影についての理由 

     個人に関する情報であって，公開した場合，偽造による被害など個人の

権利利益を害するおそれがあり，条例第６条第１号に該当するため。 

   (オ) 本件請求文書３に係る「廃道敷払下げ願」並びに本件請求文書６に係る

「後退地等寄附・売買・使用貸借の協議申出書」及び「道路敷寄附申出書」

の氏名欄の印影 

     公開された場合，当該情報を知り得た者が偽造し悪用するなど，当該法

人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，

条例第６条第２号に該当するため。 

   (カ) 本件請求文書４に係る「Ｈ２．７．２○○○○○土地家屋調査士作成図

の行政認識」についての理由 

     当該図面は個人所有地の個人の事由による分筆図につき，図面作成に係

る行政文書は作成された事実がなく不存在であるため。 

（３）異議申立人は同年４月２１日付けで，実施機関に対し，本件処分の取消しを

求める異議申立て（以下「本件異議申立て」という。）を行った。 

（４）実施機関は同年５月９日付けで，藤沢市情報公開審査会（以下「審査会」と

いう。）に対し，条例第１８条の規定により，本件異議申立てについて諮問した。 

 

３ 異議申立人の主張要旨 

（１）異議申立ての趣旨 

異議申立ての趣旨は，本件処分を取消すとの決定を求める，というものであ

る。 

（２）異議申立ての理由 

異議申立人から提出された異議申立書及び口頭意見陳述によると，異議申立

ての理由は次のとおりである。 
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ア 本件請求文書１に係る「土地境界確認承諾書」について 

藤沢市道登記履歴によれば，Ｓ３６年に○○○○○○として現善行４４５

号線を登記し，Ｓ４２年藤沢市建設部用地課○○○○図を届出，次いで翌Ｓ

４３年○○○○○○を○○○○図が届出している。注意点は陥没した市道域

まで作図，引き算で全体を求積し，翌Ｓ４４年所有者○○○○が作図完成し

ている。処女地の夢を追った形だ。しかし、○○○○図で，手をのばした○

○図が露見，工事完了前のＳ４７年○○○○に，青焼きジアゾ複写測量図を

市道申請図として提出させ道路課保管とした。平成１１年にキャビネット内

にあるのをみており，本図の提出を求め境界立会状況を明確にしたい。○○

○○○○は，幅員１ｍの余剰地をコンクリート製階段をつくり新都市計画法

第４０条第２項という，強行的手法で登記し藤沢市帰属とした。 

イ 本件請求文書２に係る「土地境界査定願」について 

ここは台風で出水し，陥没した地で通行できず，農地転用認可が未完だっ

たこともあり，○○○○○，○○○○名で農道申請をＳ４８年にしており，

ｃｏｐｙを所持する。後年，山本捷雄市長時代に「善行くらしまちづくり会

議」で既存市道と開発造成地が未接続と問題提起してきた。Ｓ４３年地主○

○○から許可を得て無認可建築し居座った○○○○の存在があり，ジープで

巡回し建築指導の行政記録もあるはず。 

社会通念上，道路管理課交付書記載「○○氏査定済藤土１８８号」は書類

整理番号であると認識する。隠蔽口実と指弾し開示要求する。ことに狭あい

担当官は記載者保護を金科玉条と唱っているが，税負担及び法の公平を求め，

情報開示をもとめる納税者を愚弄する。法の精神は行政の執行体質の開示に

ある。地域税収に貢献する資格者の専権事項に沈黙する前に，善管注意義務

は行政にあることを忘れてはなるまい。 

  ウ 本件請求文書３に係る「廃道敷払下げ願」及び「承諾書」について 

    開示は一部分であり，払い下げ全域を開示せよ。近隣地は囲繞地になり，

不利益をかっこている。税と法の平等を求める。土地利用基本法第２条「公

共の福祉の増進に寄与すべきもの」であり，疎外された近隣者は重ねて法の

平等を求める。 

  エ 本件請求文書４に係る文書について 

    資格者連携プレーの図であり，あたかも公図上，幅員５ｍ道路出現する様

相である。筆界混乱の無法地帯は不作為行政の無策に尽きる。再地域再開発

計画を開示せよ。 

  オ 本件請求文書５に係る「後退地等寄附・売買・使用貸借の協議申出書」及



 

   6 

び「土地売買契約書」について 

    土地家屋調査士資格者専権事項を擁護することで道路行政は優先する街か。 

  カ 本件請求文書６に係る「後退地等寄附・売買・使用貸借の協議申出書」及

び「道路敷寄附申出書」について 

    土地家屋調査士資格者専権事項を優先させ，善管注意義務者の行政はなに

をしたかを明示証明せよ。 

    当該地で開示されていない測量図は，Ｓ４６年○○○○○○を○○○○○

○○の傘下にあった○○○○の○○用地求積図で，本図をもとに道路提供し

た○○○○○○及び○○の上地補償として○○○○○○の半分を買わされた

添付図である。Ｓ５７年○○○○○○を○○○に売却する目的で，○○○○

が○○○○○○○○○○，刎頸の隣人○○○○の３者筆界談合を行った○○

○○○○○図の二図である。Ｓ６０年○○の○○○○図で北側余剰地○○○

○㎡を２度売りしている。○○○○○○○が解析できず早世した○○○○地

を，破産し地裁で処理中の○○○○○○○○○から入手した○○○○の○○

○は，○○と同期調査士資格を取得した○○○○とくみ策を弄し自営農創設

入手の一時取得者の去就を伺う。Ｈ２年１月善行４４５線入口の○○○○○

○○○○○○死去に伴う相続税軽減の知恵をセットバック手法に○○○○○

を起用７月逝去者名で押印した作図作成。この時，○○○○○○へ○○○○

調査士が入るバランスのよい構図となる。Ｈ１２年夢で終わった○○○○地

をｈ１３年○○○○が入手，欣喜雀躍の次策は○○○○図で，○○，○○の

地押し丈量不足完結したが，＋せば総量は存在する。明治の先達者をあなど

ってはなるまい。 

  キ 条例第６条第１号及び第２号を根拠とした情報の不開示について 

条例により一律に，個人の氏名，住所及び印影並びに法人印の印影を公開

しないことは，不開示情報が記録されている場合であっても，公益上特に当

該行政文書を開示する必要があると認めるときは開示決定を行うとする個人

情報保護委員会における情報公開法に基づく処分に係る審査基準に反するも

のである。 

 

４ 実施機関の主張要旨 

実施機関から提出された非公開理由説明書及び口頭意見陳述によると，実施機

関が本件処分を行った理由及びその主張は次のとおりである。 

(１) 本件請求において，実施機関は請求書の記載内容と合致する文書は不存在

としたが，その上で，記載内容から請求の趣旨と想定できる文書を特定し，
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当該文書に含まれる条例第６条第１号に該当する個人の氏名，住所及び印影

並びに同条第２号に該当する法人の印影が記載された部分を除き公開とした

ものである。 

(２) 異議申立人は，申立て理由の中で，廃道敷払下げ願及び承諾書について「開

示は一部分であり，払い下げ全域を開示せよ。」と述べているが，実施機関は，

文書内に含まれる個人の住所，氏名及び印影並びに法人の印影を除き，全て

公開を行っている。 

（３） また，異議申立人は申立て理由の中で，いくつかの文書を挙げて，存在す

るはずであり公開すべきと述べているが，実施機関は，当初請求書に記載さ

れた内容に加えて，請求者から聞き取りを行った内容も踏まえて文書特定を

行っており，すでに公開を行った文書以外には文書が存在しないことから，

異議申立人の主張には理由がなく，認容できるものではない。 

よって，実施機関による本件処分に違法ないし不当はなく，異議申立人の主

張には理由がないことから，本件異議申立ては棄却されるべきである。 

 

５ 審査会の判断 

当審査会は，異議申立人及び実施機関の主張に基づき審議した結果，次のよう

に判断した。 

（１）本件対象文書について 

   実施機関は，請求書の記載内容と合致する文書は不存在としたが，その上で，

記載内容から請求の趣旨と想定できる文書を特定し行政文書公開一部承諾決定

処分を行った。 

（２）本件処分について 

 ア 条例第６条第１号及び第２号該当性について 

(ア) 実施機関は，印鑑登録証明書に記載された登録番号等については個人に関

する情報であって，特定の個人を識別できるものであることから，土地所有

者欄等に記載された個人の住所及び氏名については，登記簿に記録された情

報であるが，土地所有者による直筆で記録されており，かかる筆跡が公開さ

れた場合，当該情報を知り得た者による偽造等，悪用によって当該個人の利

益を害するおそれがあることから，また，個人の印影については個人に関す

る情報であって，公開した場合，偽造による被害など個人の権利利益を害す

るおそれがあり，それぞれ条例第６条第１号に該当するため，非公開とした。

法人の印影については，公開された場合，偽造等悪用される可能性があり，

当該法人の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること
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から，条例第６条第２号に該当するため，非公開とした。 

(イ) これに対して，異議申立人は，実施機関が本件対象文書のうち個人の住所，

氏名，性別，印影及び印鑑登録番号並びに法人の印影について非公開とした

ことについて，条例により一律に公開しないことは，不開示情報が記録され

ている場合であっても公益上特に当該行政文書を開示する必要があると認

めるときは開示決定を行うとする個人情報保護委員会における情報公開法

に基づく処分に係る審査基準に反するものである，と主張している。 

  (ウ) 審査会において審査を行ったところ，当該非公開とされた情報については，

特定の個人を識別できるものも含まれ，登記簿に記録された個人の情報も含

まれてはいるが，公開された場合，当該情報を知り得た者による偽造等，悪

用によって当該個人及び法人の権利等正当な利益を害するおそれを否定でき

ず，また，条例第６条第１号エ及び同条第２号ただし書きに定める「人の生

命，身体，健康，生活又は財産を保護するため，公開することが必要である

と認められる情報」にも該当しないことから，実施機関が，当該印影を非公

開としたことは妥当である。 

 イ 本件請求文書の存否について 

(ア) 異議申立人は本件対象文書について，実施機関が不存在としたいくつかの

文書については，存在するはずであり公開すべきと主張し，公開された文書

については，開示は一部分であり，払い下げ全域を開示せよ，と主張してい

る。 

(イ) これに対し実施機関は，不存在とした文書については作成された事実がな

く，また，異議申立人が開示は一部分だとしている文書については，文書内

に含まれる個人の住所，氏名及び印影等並びに法人の印影を除き，全て公開

している，と説明している。 

(ウ) 審査会において確認を行ったところ，実施機関は請求書の記載内容と合致

する文書は作成された事実がなく不存在としたが，その上で，当初請求書に

記載された内容に加えて，請求者から聞き取りを行った内容も踏まえて請求

の趣旨と想定できる文書を特定したとしており，異議申立人に対して公開し

た文書以外の文書が存在しないとする実施機関の主張に必ずしも不合理も

しくは不自然な点はないものと認められる。 

したがって，本件対象文書は公開した文書以外は存在しないとする実施機関

の処分は妥当である。 

よって，「１ 審査会の結論」のとおり判断する。 
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６ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は，別紙のとおりである。 

 

以  上 
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別 紙 

審査会の処理経過 

年 月 日 処 理 内 容 等 

2016. 2. 2 行政文書公開請求受付 

2.12 行政文書公開一部承諾決定処分 

4.21 行政文書公開一部承諾決定処分に対する異議申立書受理 

5. 9 実施機関から審査会へ諮問書の提出 

6.17 実施機関から審査会へ非公開理由説明書の提出 

8. 9 実施機関から審査会へ対象文書の提出 

10.31 
異議申立人及び実施機関への意見聴取 

審議 

12.26 答申 
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